
令和５年１月６日 久留米市 工事発注表 
 

入札番号 ２０－４          【郵便入札案件】 

業種 鋼構造物工事 

工事名 金丸川 13号幹線排水路逆流防止ゲート扉体工事  

工事場所 久留米市  津福本町 

工期 １４０日間 

予定価格 ２４，３１９，９００円(税込)    【入札書比較価格】     ２２，１０９，０００円(税抜) 

最低制限価格 ２２，３７４，０００円(税込)    【最低制限比較価格】    ２０，３４０，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 令和０５年１月２０日（金） １０時３０分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

支払条件 

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加資格 ・入札書の締切時点で、以下の条件を満たしていること。 

・福岡県内に営業所（建設業法第３条第１項による）を有し、かつ久留米市競争入札参加有資格者名

簿（久留米市契約事務規則（昭和５０年４月１日久留米市規則第９号）第１６条第３項に規定する

久留米市の競争入札参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に当該営業所が登載されてい

る者であること。 

・名簿に鋼構造物工事を第一希望で登載されている業者であること。 

 

・技術者の配置について、以下の条件を満たすこと。 

・この工事に関して、３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者を建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）に従い配置できること。 

・この工事に関して、３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できること。 

※ 現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」

を確認すること。 

入札参加必要書類 ・入札金額積算内訳書 

※ 金抜き設計書(Excel)をダウンロードし、内訳書を作成すること。なお、金抜き設計書を利用せず

従前のとおり作成しても良い。金抜き設計書の利用方法など詳細は、入札金額積算内訳書取扱い

要領及び記載例を参照すること。 

資格審査の方法 事後審査型  ※落札候補となった者のみ資格審査を行う。 

入札方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書及び入札金額積算内訳書を一般書留又は簡易書留にて締切日

時までに指定場所へ郵送すること。 

締切日時 ： 令和５年１月１８日（水） ２４時００分（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課 

(2) 封筒には、表面に入札番号、工事名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者名（商号又

は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 

案件パスワード【 kurume 】を入力の上、ダウンロードすること。 

入札の無効 (1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所等）が正しくない場合。

入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに指定場所に提出がない場合。 

(3) 提出された入札金額積算内訳書が入札金額積算内訳書取扱い要領第４条各号のいずれかに該当

する場合。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契

約事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 入札参加者は開札に立ち会うことができる。立ち合おうとする者（各入札参加者につき１名に限る）

は開札時間までに開札場所に参集すること。 

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9016keiyaku/3010oshirase/2018-1001-1447-234.html
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9016keiyaku/3010oshirase/2018-1001-1447-234.html


質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 令和５年１月１２日（木） １７時１５分 まで 

工事施工課 （河川課 メールアドレス kasen@city.kurume.lg.jp 

              Fax番号 ０９４２－３０－９７１２） 

質問に対する回答 質問者に電子メール等で回答する。但し、質問内容によっては、本市 HP上に掲載することがある。 

 

mailto:kasen@city.kurume.lg.jp

